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エコテックスⓇ国際共同体の取組み
一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター ライフ アンド ヘルス事業本部 エコテックスⓇ事業所　山崎 利明

1．はじめに

　繊維産業をグローバルにみると，生産現場においては
多くの化学薬剤が使用されるといわれ，加工場の排水や
排ガスが地球環境に及ぼす悪影響，商品に含まれる可能
性のある有害化学物質などの問題から，バングラデシュ 

ダッカ近郊のビル崩落事故で明らかになったずさんな安
全管理，従業員の安全・衛生，工場での児童労働，雇用，
賃金，時間外労働，ハラスメントに関係する企業の社会
的責任などへの対応に対する取組みに目が向き始めてい
る．
　加えて，日本国内でも衣料品の過剰生産の結果残って
しまった多くの在庫処理，外国人技能実習生の雇用問題，
環境問題への取組みの一環としてプラスチック包装材の
削減・有料化，新彊綿問題などニュースで目にする機会
は増えている．
　これら問題への対応は，サステナビリティへの取組み
として大きく括られ，今後，人類と地球が共存していく
にあたって解決しなければならないものであり，国連で
も SDGs（持続可能な開発目標）として₁₇の目標と₁₆₉の
ターゲットが掲げられ，政府や国際機関の対処だけでな
く，企業，社会，メディア，教育機関など様々な組織の
関与が求められ，投資家の間でも ESG（環境，社会，企
業統治）という観点で注目されており，日本企業も国際
的に調和する中では，絶対的に取組まなければならない
課題である．
　国内企業を見ても，中国や東南／南アジアでの問題は
自社との関連性に対する意識が低く，サプライチェーン
全体の管理を進めなければならないことに疑問を抱いて
いる企業も多い．現状は商品クレームなどの問題が起
こった際に，初めて縫製工場より川上に辿るケースも多

く，商品の染色堅牢度，物性，機能性などに注視されが
ちであるが，その根本となる安全性や企業CSRなどの状
況に関しては重視されていない．これは日本特有のサプ
ライヤーを信頼する安全神話の歴史からくるように考え
るが，海外との取引ではこれは通じない．トレンドの移
り変わりが激しい業界のスピードの中で効率化を求めた
結果生まれた問題ともいえる．欧州では既に国際人権
デューデリジェンスの議論も活発で，責任あるサプライ
チェーンの構築が進められる．その中で第三者機関の一
定の基準を満たしているという認証は世界共通の指標と
なり，それを川上から連携させることで活用し確認する
方法は有効性が高く，今後さらに需要が高まると考える．
　エコテックス®国際共同体は，繊維産業の課題を「認
証」というかたちで解決することを目的として，進歩・
発展させている．今回，エコテックス®国際共同体の活動
が業界の抱える課題を解決に導く参考とすべく，その取
組みについて紹介する．

2．エコテックス®国際共同体の取組み

　もともと₁₉₈₀年代より欧州では，アジア諸国から輸入
される製品に対する有害物質規制への対応，陸続きでの
国境をまたぐ河川への汚染に対する国際問題，繊維製品
の生産時に使用される化学薬剤に含まれる可能性のある
有害化学物質の労働者への影響への対策が必要とされて
きた．エコテックス®国際共同体は₁₉₉₂年の発足以来，特
に繊維製品に含まれる可能性のある有害化学物質に関す
る先進国の法律や規制を，包括的に順守していることを
認証するスタンダード₁₀₀は世界₁₀₀ヵ国以上で累計₂₄万
件以上の認証数を数え，業界のデファクトスタンダード
として，現在も年間₂.₂万件以上の認証書が発行されてい
る．そしてその認証は，様々な企業の品質管理のベース
として商品，部材，付属品の取引きの際に安全性確認や，
直接消費者に向けて商品の有害化学物質に関する安全性
の訴求に役立てられている．
　エコテックス®国際共同体の取組みは，このスタンダー
ド₁₀₀を筆頭に，対象が化学薬剤（染料，助剤，機能加工
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剤等）に対しては「エコパスポート」，皮革製品へは「レ
ザースタンダード」として，有害化学物質に関して一定
基準を満たすことを認証によって安全性を証明すること
ができる．そして，サステナブルな工場（紡績，染色・
加工，縫製等）であることを示す「ステップ」の認証が
あり，これらを組み合わせることで商品の生産背景の川
上から川下までサプライチェーン全体を通して透明性ま
で訴求することができる最高峰のラベリングシステム
「メイドイングリーン」まで多岐に渡る（図 ₁）．

2-1．エコパスポート（ECO PASSPORT）
　繊維製品や皮革製品の製造加工時に使用される化学薬
剤（染料，助剤，機能加工剤等）に有害化学物質を含ん
でいないことを証明する認証．主には薬剤メーカーが対
象となる認証で，SDS（安全データシート）の確認から，
化学薬剤に含まれる成分に対してエコパスポート成分評
価ツールでのスクリーニングチェックをシステム上で実
施した後，分析試験にて閾値をクリアした化学薬剤のみ
認証品とすることができる．
　このエコパスポート認証にはオプションがあり，エコ
テックス®が提供するセルフアセスメントツールを利用し
て，対象品のプロダクトスチュワードシップ（製品のラ
イフサイクル（研究開発，調達，生産，物流，販売）に
わたり，その品質，安全性を確保して，人や環境へのリ
スクを最小とする取組み）の実施，その取組みに対して
評価を受けるということである．
　エコパスポート認証は，ZDHC（有害化学物質排出ゼ
ロを目指す団体で₁₆₀を超える企業・団体が参加）の提供
するゲートウェイ ケミカルモジュールへの適合性につい
て既に受け入れられており，申請時のオプション部分の

結果により，適合レベル ₁（第三者機関の書類や試験
データによる確認），適合レベル ₂（プロダクトスチュ
ワードシップへの取組みの実施），適合レベル ₃（プロダ
クトスチュワードシップへの取組みを第三者機関の評価）
への対応も可能となる（図 ₂）．

2-2．スタンダード100（STANDARD 100）
　繊維製品の原料段階（ファイバー，フィラメント）か
ら中間製品（織物，ニット，不織布），付属品（リボン，
品質表示，ボタン，ファスナー等），最終製品（衣料品，
雑貨，インテリア等）及び加工プロセス（染色，捺染，
機能加工等）が対象で，規定される有害化学物質を基準
値以上含んでいないことを証明する認証．日本の有害物
質を含有する家庭用品の規制に関する法律で規定される
ホルムアルデヒドやアゾ化合物はもちろん，欧州で規制
される重金属やフタレート類など₃₅₀種を超える化学物質
が規制されている．図 ₃に示される通り，エコテックス
の規制化学物質，規制値は先進国の法規制に対応できる
ことを目的としており，生産における国や地域間での原
料，半製品，最終製品の移動を同一の基準で判断できる
安心・安全のグローバルパスポートとして活用する企業
も多い．
　申請段階で対象製品（素材，使用される化学薬剤の情
報含む）を決定した後，必要分析項目の実施，基準をク
リアした後，品質管理体制が要求をクリアしたことで得
られる認証である．申請者は商品を申請の際に既にエコ
パスポート認証が取得されている化学薬剤やスタンダー
ド₁₀₀認証が取得されている原料・部材（ベース認証品）
を使用して申請することができれば，二重のチェックを
受ける必要性はない．
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（中間製品含む）

スタンダード100
ステップ

サプライチェーンを
認証で構築する

有効期間：1年間



　この認証には ₂種（付属書 ₄もしくは付属書 ₆）あり，
特に付属書 ₆は国際環境NGO Greenpeaceが目指すレベ
ルの有害化学物質に対する要求を製品として叶えること
ができる．
　その他の特徴として活性化学物質として生物活性（バ
イオサイド）や難燃物質を含む化学薬剤で加工された製
品は，原則認証できない．しかし特例として急性経口毒
性，皮膚感作性などの毒性に関するデータをもとに，エ
コテックス®国際共同体の毒物学者の認可を得られて初め
て認可化学薬剤として利用可能になる．₂-₁エコパスポー
ト認証も，₂-₃レザースタンダード認証にもこの活性化学

物質に関するルールは適用される．
　また，繊維と境界にある商品（部分的に繊維が使用さ
れる製品：例として，スーツケース，ベビーカー，チャ
イルドシート，おもちゃ，傘，ロールブラインド，テン
ト，モップ等）も認証対象で，商品の構成部材でパイプ
やフレームなどの皮膚に触れる恐れがない構造部材は，
試験対象から除外することができる（意図的に破壊して
触れる場合は除く）．

2-3．レザースタンダード（LEATHER STANDARD）
　スタンダード₁₀₀は繊維製品が認証対象であることに対
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図 3　国別規制比較
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して，レザースタンダードは皮革原料，皮革・毛皮製品
に適用される認証である．原則として食用の副産物とな
るレザーが対象でエキゾチックレザー（クロコダイル，
アルマジロ等）は対象とならない．
　繊維と皮革が混在するような製品（例として，鞄，靴，
ジーンズ）の場合に，製品重量あたりの構成部材重量で
皮革の割合が多ければレザースタンダード，繊維の割合
が多ければスタンダード₁₀₀として扱われ，その場合，試
験はレザー部材についてはレザースタンダード，繊維部
材はスタンダード₁₀₀の基準に沿って実施される．合成皮
革や人工皮革は，原料が繊維素材となるためスタンダー
ド₁₀₀の認証対象である．

2-4．ステップ（STeP）
　サステナブルな繊維製品／皮革製品を製造する工場で
あることを示す認証．繊維製品に関連する工場の対象は，
紡績／紡糸／製糸工場，織布／ニット工場，染色／プリ
ント／コーティング／加工工場，縫製工場等が対象で，
もちろん ₁つの工場であれば複合的な工程を含んで認証
を取得することができる．
　エコテックス®が考える工場に求めるサステナビリティ
は，以下の ₆つのモジュールで構成される．
　1）化学物質管理
　工場が使用する全ての化学薬剤が，廃棄（排出）ま
でを通じて関わる従業員，環境に対して潜在的にマイ
ナスの影響を継続的に最小限に抑えることを目標に，
方針，化学薬剤の全体の管理，禁止化学物質の含有
（非含有）把握，リスク評価，使用者のトレーニング
などが規定される．

　2）環境パフォーマンス
　化学物質の取扱い及び貯蔵，資源の使用及び消費
（例えば，エネルギー及び水），排出（排水，大気排
出，カーボン・フットプリント），並びに意図しない
事故（漏出等）の防止に関する工場の環境問題・リス
クへの取組みに関して規定される．

　3）環境マネジメント
　環境に対する目標を達成し，包括的な環境パフォー
マンスを継続的に改善するためのプロセスと活動を文
書化した管理で，組織として達成目標の設定，主要パ
フォーマンスの基準，導入，維持，改善を文書化され
ることが求められる．

　4）企業の社会的責任
　従業員とその労働条件に対する責任に焦点を当てた
工場または組織の条件を扱う項目で，児童労働，賃金
及び給付，雇用状況，結社の自由，団体交渉協定及び
超過勤務規則を含む労働時間の問題に関する規定を順
守していることが必要．また，工場内でのハラスメン

ト，虐待，差別，強制労働を防止する方法についても
取り上げており，衛生設備，更衣室，食堂，寮に関す
る要求事項もここで扱われる．

　5）品質マネジメント
　品質マネジメントは，製品の品質と製造プロセスを
維持し，文書化された手順に沿って事業のすべての分
野において継続的な改善を客観的に示すべきものであ
る．不適合を是正し，再発を防止するための体系的な
アプローチ及び手順が要求される．

　6）従業員の健康と安全
　生産工場の労働安全衛生を対象とする．騒音，粉
塵，化学的リスク，照明，熱ストレス，従業員の健康
と安全のためのケアなどの職場の状況を評価すること
が必要．個人防護具および安全な機械・装置による傷
害の防止，また，火災の予防，建物の安全，地震など
の緊急時の対応手順およびそのような事故の場合の工
場や作業者の安全性確保に関連する内容も含まれる．

　認証取得までの流れとして，申請後，エコテックス®の
提供するデータベースにあるセルフアセスメントツール
を利用して， ₆つのモジュールに関連する要求事項への
適合性評価をする．要求事項は，Basic Question（基礎的
な質問），Advanced Question（高度な質問）に大別され，
Basic Questionの中には Exclusion criteriaと呼ばれるス
テップ認証を取得する上で絶対にクリアしなければなら
ない必須の要求事項がある．このセルフアセスメント
ツールが完了した後，エコテックス®により訓練を受けた
監査人による実地監査が行われ，一定の基準をクリアす
るとレベル ₁～ ₃という形で認証を受けることができる．
・レベル ₁：Basic Questionを₇₀％以上の達成（Exclu-

sion criteriaは全てクリア必要）
・レベル ₂：レベル ₁の達成レベル＋Advanced Ques-

tionを₃₄％以上達成
・レベル ₃：レベル ₁の達成レベル＋Advanced Ques-

tionを₆₇％以上達成
　また，認証有効期間内でも中間でコンプライアンス監
査があり，それ以外にレベル ₁であれば ₂回，レベル ₂
では ₁回抜打ち監査が必要となる．
　ステップ認証は申請時に外部認証を取得していればそ
れを活用できるというメリットがあり，例えば ISO ₉₀₀₁
を保持していれば品質マネジメントに関係する要求事項
を簡略化，ISO ₁₄₀₀₁を所持していれば環境マネジメント
に関連する要求事項を簡略化できる．そして認証取得し
た後に特に染色加工場は， ₁）化学物質管理， ₂）環境
パフォーマンスの排水・スラッジに関わる要件は ZDHC

の加工工程（PROCESS），排出（OUTPUT）の要件も十
分に満たしていることを証明できる．さらに，縫製工場



のメリットとしては毎年，多くの取引先からの工場監査
に追われるなか，この包括的なステップ認証を保持する
ことで，本業に集中できることを期待する．

2-5．メイドイングリーン（MADE IN GREEN）
　先にも述べた通り，法規制などにある有害化学物質の
非含有を示すスタンダード₁₀₀／レザースタンダードでは
最終製品として認証を取得している場合，製品にロゴを
付けて消費者に向けて訴求することができる．メイドイ
ングリーンは，このスタンダード₁₀₀／レザースタンダー
ドの要求事項及び，その商品を製造する施設（工場）が
ステップ認証も取得していれば，登録することができる．
メイドイングリーンロゴを使用するためには以下の条件
に合致しなければならない．
・製品がスタンダード₁₀₀／レザースタンダード認証を
取得していること
・製品の縫製工場がステップ認証を取得していること
・製品の構成部材の重量 ₅％を超える湿式工程を経た
部材の製造工場はステップ認証必要
（湿式工程は主に染色加工を意味し，ボタンやファス
ナーなどの樹脂部材は除く）

　その後，繊維製品の生産においてのサプライチェーン
のトレーサビリティをエコテックス®の提供するデータ

ベース内でスタンダード₁₀₀／レザースタンダード認証，
ステップ認証で積み重ねてサプライチェーンを体系化す
ることが完了すれば，メイドイングリーンのロゴを利用
することができる（図 ₄）．
　これによりエコテックス®認証を自社の管理に取り入れ
ている企業は全面的にサプライチェーンをエコテックス®

の展開する認証を利用して管理することができ，それを
商品にも反映させることもできるため，内部的には川上
を含めた全生産工程での品質管理の確認，外部に向けて
企業の透明性を訴求することができる．ロゴにある QR

コードを読み取るかエコテックス®ホームページで展開さ
れるラベルチェックで登録番号を入力するとサプライ
チェーンを確認できる仕組みとなる（図 ₅）．

3．おわりに

　中国，東南アジアと比較して，複雑な分業体制をもつ
日本の繊維産業は，海外の規制にマッチしていくことが
困難であると考えられることがよくある．しかし，分業
化の強みとして，その分野の専門性が高くなり，生産効
率が高くなる，そこから開発力が高くなるというメリッ
トも挙げられる．それは，機能性繊維の海外輸出が今尚
多いことからも日本企業の開発力が海外と比較しても高
いことを証明している．これはサステナブルな取組みに

図 4　メイドイングリーンの登録条件

++

図 5　メイドイングリーンで示される生産背景の例



おいても同様に考えることができ，与えられた課題に対
して，よりよいアイディア，解決策を出して，試行錯誤
しながらゴールへ突き進むことに日本企業は長けている
ことが「責任ある生産」という課題となっただけで，そ
れを実現することは容易いと考える．ただし，分業には
全体像が見えにくくなるというデメリットがあるため，
それをつなぐための「責任あるサプライチェーン」を構
築することが必要となる．エコテックス®の各認証が「責
任ある生産」という役割を果たし，メイドイングリーン

の取組みが，「責任あるサプライチェーン」の架け橋とな
ることに期待したい．
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